
■施設・調理機器トラブル時の緊急対応フロー 令和7年12月1日

市長・教育長

教育部長・学校教育課

機器トラブル発生 トラブル状況確認 トラブル報告

トラブル状況共有

調理継続
復旧 回避策を確認

トラブル回避策の実行

復旧NG トラブル回避策検討

翌日の調理影響確認

※市から緊急修繕依頼

修繕依頼 修繕対応

給食提供可否について協議

※遅れて調理する時間の目安は、午後の授業や下校時間を勘案し13：30までに食べ始め可能な時間までとする。

給食提供の判断 給食提供の判断

調理完了時間の確認

学校への影響確認

(1)(2)(3)(4)
　　　(3)(4)(5)

経緯報告 給食時間遅延の連絡 ﾒｰﾙ経由）遅延の連絡

代替品の提供

代替品対応の連絡
代替品への変更連絡

（GSF・学校・保護
代替品対応の連絡

メール経由

代替品対応の連絡

※代替品の持ち帰りは可とする

(1)ごはんが調理不可

(副食の調理は可能)
委託炊飯依頼

献立変更の協議

(2)副食が調理不可

(ご飯の調理は可能)

献立の変更協議実施

献立変更内容の連絡 献立変更内容の連絡 献立変更内容の連絡
メール経由

献立変更内容の連絡

給食提供中止の連絡 給食提供中止の連絡 給食提供中止の連絡

※弁当持参時のパン・メン（前日カット不可の分）

は喫食可能とするが持ち帰り不可

(3)(2)の場合で献立変

更が不可

(4)ごはん・副食共に提

供不可

・食材業者へ連絡

・弁当持参の対応

　提供時間に影響出るときは学校・保護者へ周知

全ての献立調理可能　(1)遅れて調理可能　(2)他の方法で調理(遅れ・献立変更)

一部の献立調理可能　(3)遅れて調理可能　(4)他の方法で調理(遅れ・献立変更)

全ての献立調理不可　(5)調理不可

【翌日】の調理可否について確認

献立変更可

栄養教諭と調理方法

等を協議

保護者調理場内（GSF） 学校給食課 保守委託等業者 食材業者 学校

給食提供実施

給食提供中止


